
●今回補正する事業

議案番号
事業
種別

事業名
補正予算額
（千円）

市負担
（千円）

単
地域公共交通事業者支援給
付金

1,360 1,360

補 生活困窮者自立支援事業 7,011 1,753

1,700 1,700

1,500 1,500

補 障害児通所給付事業 1,222 306

単
ひとり親家庭臨時特別給付
金支給事業

9,750 9,750

単 妊婦乳幼児健康診査事業 782 782

58,350 58,350

673 673

12,000 12,000

1,973 1,973

単 防災・保安体制整備事業 1,905 1,905

98,226 92,052

○新型コロナウイルス感染症対応補正事業

地域の通いの場等で住民が主体的に行う健康づくり等の活動における感染拡大を予防
するため，実施グループ等の感染予防対策のために要した経費の一部を助成するも
の。（１グループ上限3万円）

臨時休校等に伴い利用率が増加する放課後等デイサービスについて，利用者の金銭的
負担等を減らすために，その増加分について交付するもの。

ひとり親家庭の生活困窮を支援するため，市内に在住し，4月または5月分の児童扶養
手当を受給する世帯に対して，1世帯当たり5万円支給するもの。

集団による乳児健診の開催中止に伴い，医療機関での個別健診の機会を設けること
で，乳児の健全な発育を支援するもの。

新型コロナウイルス感染症の影響により，事業の状況が悪化した市内中小企業者に支
援を行うもの。
市内中小企業者で，2月以降の1か月間の売上高が30％以上の減少があり，その減少額
が10万円以上の者。
1事業者につき，10万円

事業概要

離職や休職等による収入減により住居を喪失する者や喪失する恐れのある者に対し，
住居を確保するための家賃の一部を給付するもの。

単

単

新型コロナウイルス感染症の影響により，従業員の雇用を守るため，雇用調整助成金
の申請書類作成等を社会保険労務士等に依頼した場合の費用について助成するもの。
1事業者につき，10万円を限度

新型コロナウイルス感染症の影響により，売上が減少している飲食店を支援するた
め，テイクアウトなどのＰＲを大竹商工会議所，大竹青年会議所と共同で実施するも
の。

避難場所，避難所の運営時に新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため，体温計
及びパーテーション等を購入するもの。

市内に本社又は営業所を置くバス事業者，タクシー事業者等に対して，事業継続に必
要となる感染拡大防止費用を支援するもの。（バス:6万円/台，タクシー：1万円/台，
フェリー：25万円/隻）

【議案第38号】

介護サービスの実施における，利用者・へルパー等の感染拡大を予防するため，市域
に介護事業所を置く法人に対して，サービス提供事業者等の感染予防対策のために要
した経費の一部を助成するもの。（１法人上限10万円）

合　　　計

市単独事業費　：　89,993　　　　国庫等補助事業費　：　8,233（市負担分　2,059）

感染症対策支援事業

中小企業経営安定支援事業

新型コロナウイルス感染症の影響により，事業の状況が悪化した市内中小企業者に委
託先（商工会議所）が専門の相談員を派遣し，相談等の支援を実施するもの。



●専決処分した事業

議案番号
事業
種別

事業名
補正予算額
（千円）

市負担
（千円）

【認第6号】 補
傷病手当金（国民健康保険
特別会計）

800 0 329

【認第7号】 補 33,376 0

補 2,690,000 0

単
中小企業経営安定化支援事
業

25,030 25,030

補
子育て世帯臨時特別給付金
支援事業

32,020 0

補 給食センター運営事業 1,311 329 329

2,782,537 25,359

事業費(千円） 市負担分（千円）

115,023 115,023

2,765,740 2,388

2,880,763 117,411

事業概要

給与などの支払いを受けている国民健康保険被保険者が新型コロナウイルス感染症に
感染するなどし、療養のため、労務に服することができなくなり、事業主から十分な
報酬が受けられなくなる場合に傷病手当金を支給するもの。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため，県の休業要請等に協力した事業者に対し
て，感染拡大防止協力支援金を支給するために，県へ負担金を支払うもの。

令和2年4月27日に住民基本台帳に記録されている市民に対し、一人10万円支給するも
の。

市単独事業費　：　25,030　　　　　国庫等補助事業費　：　2,757,507（市負担分　329）

専決事業，補正事業合計

市単独事業

事業費合計

国庫等補助事業

市内在住の子育て世帯の生活を支援する取組として，児童手当を受給する世帯に対し
て，対象児童一人につき1万円支給するもの。

学校臨時休業期間の学校給食に係る食材のキャンセルに対する納入業者への必要経費
分を補償するもの。

合　　　計

【認第9号】

【認第8号】

特別定額給付金給付事業


